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国
民
年
金
は
、
老
後
だ
け
で
な

く
、
病
気
や
け
が
に
よ
っ
て
障
害
が

残
っ
た
と
き
、
ま
た
妻
・
子
を
残
し

て
亡
く
な
っ
た
と
き
も
障
害
基
礎
年

金
や
遺
族
基
礎
年
金
が
あ
な
た
や
あ

な
た
の
家
族
を
守
り
ま
す
。し
か
し
、

保
険
料
を
納
め
て
い
な
い
と
、
こ
う

し
た
年
金
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
万

が
一
の
と
き
の
た
め
に
も
、
保
険
料

は
納
め
忘
れ
の
な
い
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。

◆
『
障
害
基
礎
年
金
』
を
受
け
ら
れ

る
と
き
は
…

・
国
民
年
金
加
入
中
ま
た
は
20
歳
前
の

病
気
や
け
が
で
障
害
が
残
っ
た
と
き

・
初
診
日
の
前
々
月
ま
で
の
加
入
期

間
の
う
ち
、
⅔  
以
上
保
険
料
を
納

め
て
い
る
と
き
、
あ
る
い
は
初
診

日
の
前
々
月
ま
で
の
１
年
間
に
保

険
料
の
滞
納
が
な
い
と
き
（
免
除
・

若
年
者
納
付
猶
予
・
学
生
納
付
特

例
期
間
は
保
険
料
を
納
め
た
期
間

と
同
じ
よ
う
に
扱
わ
れ
ま
す
）

・
障
害
認
定
日
（
障
害
の
程
度
を
判

定
す
る
日
で
、
初
診
か
ら
１
年
６

か
月
経
過
し
た
日
ま
た
は
症
状
が

年金＆防火
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も
し
も
の
と
き
の
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金

　

消
防
本
部
と
危
険
物
安
全
協
会
の

主
催
で
、
深
谷
市
・
寄
居
町
の
小
学

生
を
対
象
に
、
防
火
ポ
ス
タ
ー
の
作

品
を
募
集
し
た
と
こ
ろ
、
４
３
６
点

の
優
れ
た
作
品
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

審
査
の
結
果
、
市
内
で
は
次
の
か
た

が
た（
敬
称
略
）が
入
賞
さ
れ
ま
し
た
。

最
優
秀
賞

　

斎さ
い

藤と
う

喬き
ょ
う

介す
け　

 

上
柴
西
小
４
年

優
秀
賞

　

水み
ず

谷た
に

花は
な

絵え　
　

桜
ヶ
丘
小
５
年

　

原は
ら　

一か
ず

樹き　
　

幡
羅
小
６
年

特
選

　

山や
ま

田だ

佑ゆ

衣い　
　

大
寄
小
４
年

　

木き

元も
と

澪れ
い

菜な　
　

深
谷
小
５
年

　

萩は
ぎ

原わ
ら

明あ

美み　
　

深
谷
小
５
年

　

渡わ
た

辺な
べ

和か
ず

樹き　
　

藤
沢
小
５
年

　

原は
ら　

昂こ
う

汰た　
　

明
戸
小
５
年

　

栁や
な
ぎ
さ
わ澤

実み

果か　
　

藤
沢
小
６
年

　

新あ
ら

井い

達た
つ

也や　
　

幡
羅
小
６
年

　

永な
が

井い

拓た
く

実み　
　

桜
ヶ
丘
小
６
年

　

山や
ま

崎ざ
き

美み

緒お　
　

桜
ヶ
丘
小
６
年

　

野の

澤ざ
わ

健け
ん

三ぞ
う　

　

上
柴
東
小
６
年

　

三み

浦う
ら　

皐さ
つ
き　

　

本
郷
小
６
年

入
選

　

吉よ
し

野の

聖き
よ

広ひ
ろ　

　

川
本
北
小
５
年

ほ
か
69
人

　

入
賞
作
品
に
つ
い
て
は
、
11
月
17

日
㈯
か
ら
２
日
間
、
市
産
業
祭
（
総

合
体
育
館
深
谷
ビ
ッ
グ
タ
ー
ト
ル

内
）
で
展
示
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

熊
谷
社
会
保
険
事
務
所
、
市
保
険
年

金
課
、
各
総
合
支
所
市
民
環
境
課
へ

問
い
合
わ
せ　

消
防
本
部
予
防
課
へ

満
の
場
合
は
１
０
８
万
円
）
以
上
の

か
た
に
お
送
り
し
て
い
る
、『
扶
養
親

族
等
申
告
書
』
の
提
出
が
必
要
で
す
。

※
年
齢
は
平
成
19
年
12
月
31
日
現
在

の
年
齢
。
ま
た
、
65
歳
以
上
の
退

職
共
済
年
金
受
給
者
で
老
齢
基
礎

年
金
を
受
給
し
て
い
る
場
合
は
、

退
職
共
済
年
金
の
年
金
額
が
80
万

円
以
上
の
か
た
で
す
。

㊟
次
の
か
た
は
課
税
の
対
象
外
で
す

の
で
『
扶
養
親
族
等
申
告
書
』
は

送
ら
れ
ま
せ
ん
。

・
障
害
年
金
、
遺
族
年
金
の
み
を
受

け
て
い
る
か
た

・
老
齢
年
金
の
支
給
額
が
年
額

１
５
８
万
円
（
65
歳
未
満
の
場
合

は
１
０
８
万
円
）
未
満
の
か
た

　

配
偶
者
や
扶
養
親
族
が
い
な
い
か

た
で
も
、
こ
の
申
告
書
を
提
出
し
な

い
と
、
公
的
年
金
等
控
除
や
基
礎
控

除
が
受
け
ら
れ
ず
、
税
金
を
多
く
徴

収
さ
れ
ま
す
の
で
、
期
限
ま
で
に
必

ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
今
年
の
提

出
期
限
は
12
月
３
日
㈪
で
す
。

　

な
お
、
申
告
書
の
未
提
出
や
提
出

し
た
申
告
書
に
年
の
途
中
で
変
更
が

あ
っ
た
と
き
に
は
、
確
定
申
告
に
よ

り
税
額
を
精
算
し
て
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
年
金
の
ほ
か
に
給
与
収
入
な
ど

が
あ
り
、
諸
控
除
を
受
け
て
源
泉
徴

収
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
二
重
に
控

除
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

●
● 

社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保

険
料
）控
除
証
明
書
に
つ
い
て 

●
●

　

年
末
調
整
や
確
定
申
告
で
国
民

年
金
保
険
料
を
申
告
す
る
場
合
は
、

「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
」の
添
付
が
必
要
で
す
。

　

平
成
19
年
１
月
１
日
〜
10
月
１

日
ま
で
の
間
に
国
民
年
金
保
険
料
を

納
付
さ
れ
た
か
た
は
11
月
上
旬
、
平

成
19
年
10
月
２
日
〜
12
月
31
日
ま
で

の
間
に
初
め
て
納
付
さ
れ
た
か
た
は

平
成
20
年
２
月
上
旬
に
社
会
保
険
庁

か
ら
順
次
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
申

告
の
際
ま
で
大
切
に
保
管
し
て
く
だ

さ
い
。

※
社
会
保
険
庁
の
問
い
合
わ
せ
窓
口

　

控
除
証
明
書
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
５
７
０―

00―

９
９
１
１

　

平
成
20
年
３
月
14
日
㈮
ま
で

　

平
日
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

防
火
ポ
ス
タ
ー
入
賞
作
品

●
● 
屋
内
消
火
栓
操
法
指
導
会

が
行
わ
れ
ま
し
た 

●
●

　

10
月
12
日
、
消
防
本
部
で
「
第
24

回
自
衛
消
防
隊
屋
内
消
火
栓
操
法
指

導
会
」
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

深
谷
市
・
寄
居
町
の
各
事
業
所
か

ら
男
子
の
部

22
チ
ー
ム
、

女
子
の
部
３

チ
ー
ム
の
計

25
チ
ー
ム
が

参
加
し
ま
し

た
。
な
お
、

入
賞
チ
ー
ム

は
表
の
通
り

で
す
。

◀
優
秀
賞　

原
さ
ん
の
作
品

◀
最
優
秀
賞　

斎
藤
さ
ん
の
作
品

◀
優
秀
賞　

水
谷
さ
ん
の
作
品

固
定
し
た
日
）
に
国
民
年
金
法
で

定
め
る
１
・
２
級
の
障
害
の
状
態

に
あ
る
と
き

※
障
害
基
礎
年
金
と
身
体
障
害
者
手

帳
で
は
、
制
度
の
仕
組
み
が
異
な

る
た
め
、
障
害
の
認
定
基
準
が
違

い
ま
す
。
身
体
障
害
者
手
帳
が

１
・
２
級
で
あ
っ
て
も
障
害
基
礎

年
金
が
受
け
ら
れ
る
と
は
限
り
ま

せ
ん
。

年
金
額
（
平
成
19
年
度
）

　

１
級　

９
９
０
，
１
０
０
円

　

２
級　

７
９
２
，
１
０
０
円

◆
『
遺
族
基
礎
年
金
』
を
受
け
ら
れ

る
と
き
は
…

・
国
民
年
金
加
入
中
の
か
た
、
ま
た

は
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
期

間
を
満
た
し
て
い
る
か
た
が
亡
く

な
っ
た
と
き

・
死
亡
日
の
前
々
月
ま
で
の
加
入
期

間
の
う
ち
、
⅔  
以
上
保
険
料
を
納

め
て
い
る
と
き
、
あ
る
い
は
死
亡

日
の
前
々
月
ま
で
の
１
年
間
に
保

険
料
の
滞
納
が
な
い
と
き（
免
除
・

若
年
者
納
付
猶
予
・
学
生
納
付
特

例
期
間
は
保
険
料
を
納
め
た
期
間

と
同
じ
よ
う
に
扱
わ
れ
ま
す
）

・
受
け
ら
れ
る
遺
族
は
、
亡
く
な
っ

た
か
た
に
生
計
を
維
持
さ
れ
て
い

た
子
、
ま
た
は
子
の
あ
る
妻
（
こ

の
場
合
、「
子
」
と
は
18
歳
到
達

年
度
末
ま
で
の
子
ど
も
、
ま
た
は

20
歳
未
満
で
国
民
年
金
法
で
定
め

る
１
・
２
級
の
障
害
の
あ
る
子
ど

も
を
い
い
ま
す
）

年
金
額
（
平
成
19
年
度
）

　

子
が
１
人
い
る
妻
の
場
合

　
　

１
，
０
２
０
，
０
０
０
円

　

子
が
受
け
る
場
合
（
子
が
１
人
）

　
　

７
９
２
，
１
０
０
円

※
子
の
数
に
よ
っ
て
金
額
が
変
わ
り

ま
す
。

●
● 

年
金
と
税
金 

●
●

◆
『
扶
養
親
族
等
申
告
書
』
は
提
出

し
ま
し
ょ
う

　

老
齢
の
年
金
は
所
得
税
法
上
「
雑

所
得
」
と
し
て
課
税
の
対
象
と
な
り

ま
す
。
支
払
う
年
金
か
ら
各
種
控
除

を
行
い
、
残
り
の
額
に
一
定
率
を
掛

け
た
額
が
所
得
税
と
な
り
ま
す
。

　

各
種
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、

毎
年
10
月
下
旬
に
社
会
保
険
業
務
セ

ン
タ
ー
か
ら
、
※
老
齢
の
年
金
受
給
者

で
年
金
額
が
１
５
８
万
円
（
65
歳
未

団体（男子）
順位 事業所名
優勝 日東電工株式会社
準優勝 深谷市役所
第3位 深谷赤十字病院
入賞 埼玉日東電工株式会社
入賞 リケンテクノス㈱埼玉工場

入賞 東京電力㈱熊谷支社
深谷営業センター

団体（女子）
順位 事業所名
優勝 埼玉グランドホテル深谷
準優勝 深谷市役所
第3位 医療法人好文会あねとす病院


